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神奈川県座間市緑ケ丘6-1-23-102

宮部 龍彦 様
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〒950-8570(新潟県庁専用郵便番号）

新潟市中央区新光町4番地1

新潟県教青庁忌篭学校教育課
TEL.025-285-5511(代表）
FAXO25-265-7998

新潟県庁内局

料金後納郵便
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この壷告の収入は､『安全で霧らしやすい新潟｣等の実現のた
めに使われます｡県は､広告瞳おける企業等の製品及びサー
ビス等を推奨するものではありません。

(広告内容は令和4年4月現在のものです｡）

|広告’広告

安くてもガードはしっかり！

かんたんカーゲートん ん

本体価格 (3mバー付き）

開閉方法はご相談ください無線リモコン

’鋼鬮阿識垂冒

お客様駐車場/入居者駐車場
社員駐車場/学生駐車場/月極駐車場

活用事例

部外者侵入防止/労働災害防止
人・車分離安全対策

施工事例はこちら

灘新潟市中央区神道寺南2－4－21
URLhttps://www.nippon-tsushin.jp
TELO25-248-3100 FAXO25-290-3100

県の公用封筒に貴社の広告を掲載しませんか？令和4年10月頃募集予定です。
詳しくは出納局会計検査課雁LO25-280-5W54)までお問い合わせください。
~



第3号様式

決定期間延長通知書

教高第1510号

令和5年2月21日

宮部龍彦様

新潟県教育委員会

（公印省略）

令和5年2月7日付けで公開請求のあった行政文書の公開については、新潟県情報公開

条例第11条第4項の規定により、次のとおり行政文書を公開するかどうかの決定をする期

間を延長したので通知します。

ー

・令和5年2月3日の部落解放同盟新潟県連合会と新潟県立

高校との確認会に係る全ての文書

・令和2年以降の、部落解放同盟新潟県連合会と新潟県立高

校との会議に係る全ての文書

行政文書の件名又は内容

新潟県情報公開条例第

11条第1項に規定する

決定期間

令和5年2月 7日から

令和5年2月 21日まで

延長後の決定期限 令和5年4月7日まで

’

延長の理由 公開請求の対象である資料の検索に時間を要するため。
ロ

新潟県教育庁高等学校教育課

電話番号（025）280-5612

係名指導第2係

内線 一
担当課 （所）

備 考
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